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理事 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】

2

本館

東館

在宅医療センター

衣笠病院
教会

■併設施設 老健（衣笠ろうけん）、特養（衣笠ホーム）、在宅医療センター 、訪問看護ステーション
通所介護事業所など
■ グループ職員数750名
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パート１
医療機器・材料の市場規模
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治療機器











パート２
医療材料の償還方式
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それまでは、医療機関
購入価格が償還価格

だった！



特材市場
1兆円

薬剤市場
9兆円



非特定保険医療材料

• 技術料の加算として評価する医療材料
• がん手術における自動吻合器、自動縫合器などや、在宅
酸素療法における酸素濃縮器、酸素ボンベなどの医療材
料の費用は技術料の加算として評価する。

• 技術料に一体化して包括評価する医療材料
• 眼内レンズ挿入術に使われる眼内レンズ，腹腔鏡下摘除
術に使われる腹腔鏡などは技術料に包括して評価する。

• 技術料に平均的に包括して評価する医療材料
• チューブ、縫合糸、伸縮性包帯、皮膚欠損用被覆材、一
部のカテーテル類で、価格が安価で使用頻度も高いもの
は平均的に包括して評価する。



機能区分別の
価格収載制度





医療材料の保険償還区分
A,B,C





新規医療材料の評価









パート３
2026年診療報酬改定と

医療材料

①チャレンジ申請

②プログラム医療機器

③逆ザヤ問題







①チャレンジ申請
製品の導入時には評価できなかった部分について、使
用実績を踏まえて新規機能区分を再評価する仕組み





















②プログラム医療機器































③逆ザヤへの対応



















パート４
第3期医療機器基本計画



2014年





2016年 2022年

2027年





まとめと提言
・医療機器の国内市場規模は4.5兆円
・治療機器の海外依存が続く
・医療材料は機能区分別償還
・2026年診療報酬改定では、
チャレンジ申請、逆ザヤの見直しが
された
・中東情勢の影響で、医療材料にも
影響が出始めている。



医療材料マネジメントで
病院を変える

• 医療材料マネジメント研究
会、武藤正樹著

• 医療機関における「適正な
医療材料マネジメント」に
必要な、医療材料の物流管
理、コスト管理のノウハウ
と、
医療機関経営へのメリット
を理解できる1冊！

• 発行：じほう

• 2013年12月
• B5判
• 220ページ
• 定価 3,300円+税



ご清聴ありがとうございました

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

本日の講演はホームページ上で公開しています。
以下をクリックしてご覧ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp
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 OTCの規制緩和とオーバードーズ問題

衣笠病院グループ
理事 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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■併設施設 老健（衣笠ろうけん）、特養（衣笠ホーム）、在宅医療センター 、訪問看護ステーション
通所介護事業所など
■ グループ職員数750名
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パート１
セルフメデイケーション

の歴史



WHOのアルマ・アタ宣言
（1978年）
• アルマ・アタ宣言

• 1978年9月にWHO（世界保健機関）とユニセフの共催で
アルマ・アタ（旧ソビエト連邦、現在はカザフスタン共
和国）で「プライマリヘルスケアに関する国際会議」を開催

• 143か国の政府代表と67の機関（国際機関やボランティ
ア団体を含む）が参加し、１週間にわたる会議の最終日
にアルマ・アタ宣言が採択された。

• 世界最初のプライマリヘルスケア宣言であり最初の
セルフケア・セルフメデイケーション宣言
• 人々は皆、自分自身の健康管理の計画や実現に、個人お
よび集団として、参加する権利を持ち、また責務を負っ
ている。



セルフメディケーション定義
（WHO、１９９８年)
•「セルフメディケーションとは、個人が自分で
認識できる症状や慢性疾患、再発する症状に対
して、安全性・有効性が保証された医薬品を適
切に使用して自ら対処すること」（WHO The 
role of the pharmacist in self-care and self-
medication, 1998）



責任あるセルフメディケーション
Responsible self-medication 
• WHOは「責任ある」実践の条件として、以下の情
報が利用者に提供されるべきとしています：
• 飲み方（用法・用量）
• 効能・効果
• 副作用の可能性
• 効果のモニタリング方法
• 他の薬や食品との相互作用
• 禁忌・使用上の注意
• 専門家に相談すべきタイミング

• セルフメディケーションは“自己判断で薬を飲むこ
と”ではなく、適切な情報に基づく自己管理行動と
位置づけられている。



我が国セルフメディケーション
の歴史
• 1 江戸〜明治：置き薬（配置薬）による“実践的セル
フメディケーション”の成立
• 富山の置き薬に代表される配置販売は、医療アクセスが乏し
い地域で、家庭が自ら健康を守る手段として発展。

• 1877年「売薬規則」により、売薬の有害性を取り締まる制度
が整備される（無害無効主義）。 → 効果より「害がなけれ
ばよい」という考え方が当時の医療水準を反映。

•  2  大正〜昭和初期：セルフメディケーションの“制度
的基盤”が形成
• 1914年「売薬法」制定
• 売薬の調製を薬剤師・医師に限定
• 毒薬・劇薬の使用制限
• 広告規制（誇大広告・医師誹謗の禁止）

• これにより、家庭薬の品質と安全性が制度的に管理され始める。



我が国セルフメデイケーション
の歴史
• ３ 1950年代後半：

• 「セルフメディケーション」という和製英語が配置薬業界か
ら誕生

• 発案者：石坂哲夫（東京大学薬学部、日本薬学会事務局長）

• 提唱者：曽我正雄（全国配置家庭薬業協会長）彼らは、富山
の配置薬こそが日本の簡易医療の実践者であるとして、この
言葉を普及させた。

•  4 1970〜90年代：国際的概念としてのセルフメディ
ケーションが日本へ
• WHOが1970年代にプライマリ・ヘルス・ケアを提唱

• 欧米ではOTC薬の拡大が進み、自己治療が制度化
• 日本では1990年代後半から政策的に注目され始める背景：高
齢化、医療費増大、軽症受診の増加



我が国セルフメディケーション
の歴史
•５ 1961年の薬事法改正

• 一般用医薬品（OTC)が制度的にスタートしたのは
1961年の薬事法改正から

• この年、薬事法によって、医薬品は承認申請上の分
類として「医療用医薬品」と「一般用医薬品」に大
別された。

• それまでは医療用医薬品と一般用医薬品の区別はな
かった。

• ここから一般用医薬品（OTC)の歴史が始まる



パート２
OTCの規制緩和の歴史

コンビニで薬を！



1965年村山内閣
「コンビニで薬を！」

• 1995年の村山内閣
• 行政改革委員会で「薬局以外の一般小売店による医薬品
販売」が取り上げられた

• しかし当時の厚生省はこれについては「医薬品の販売は
薬剤師が常駐して服薬指導をする薬局でしか認められな
い」と主張

• しかし度重なる規制緩和の要望に対して、厚生省がとっ
たのは、医薬品のカテゴリーに以下の「医薬部外品」と
いう新たなカテゴリーを設けた。

• 具体的には「ビタミン含有保健剤、健胃清涼剤、外皮消
毒剤等の15種類の製品群は医薬部外品として薬局以外の
一般小売店でも販売を可能とする」ということだった

• 同時に厚生省が行ったのは、15の製品群から医薬品成分
を除くことまたは軽減させる措置を取ることだった。



1998年橋本内閣

• 1998年の橋本内閣の規制緩和委員会が指摘し
たのは以下の点。

•当時の薬事法のもとでは離島などの特例販売業
や置き薬の配置販売業では、「薬剤師の関与が
なくても一般用医薬品の販売が認められている。
それにもかかわらずなぜ小売店でこれらの医薬
品の販売が認められていないのか？」



厚労省と規制緩和委員会

• この一般用医薬品販売に関する規制緩和については、
厚生省の薬務局と規制緩和委員会との間でしばらく押
し問答が続く。

• 薬務局の見解では「医薬部外品15製品群以上の緩和は
できない」。それに対して規制緩和委員会側は、「販
売後、長期間経過しその間の副作用などの事故がほと
んど認められないものを一般小売店で販売できるよう
に見直しを検討すべき」

• こうした中、2002年年末の答申で厚労省側は以下のよ
うに譲歩した

• 「今後とも、一定の基準に合致し、かつ保健衛生上比
較的危険が少ない等の専門家の評価を受けた医薬品に
ついては、一般小売店において販売できるよう2002年
度中に専門家による検討を開始し、2003年度を目途に
結論を得るようにする」



2003年小泉総理裁定

• 2003年5月、この医薬品の小売業での販売問題は、当
時の規制改革担当大臣の石原伸晃（のぶてる）大臣の
イニシアテイブのもと経済財政諮問会議とも連携し、
当時の小泉純一郎総理の政治判断にゆだねられる

• 2003年5月の次官折衝、6月の大臣折衝を経て、最終的
には6月18日に小泉首相を交えての会談で、「薬は医
薬品として普通の店で売れるようにする」という小泉
総理裁定が決定した。

• 2023年6月27日の経済財政諮問会議を経て以下の閣議
決定に至る。

• 「医薬品の一般小売店における販売については、利用
者の利便と安全の確保について2003年中に十分な検討
を行い、安全上特に問題がないとの結論に至った医薬
品のすべてについて、薬局・薬店に限らず販売できる
ようにする」。



350品目の抽出

• 2003年6月の閣議決定を受けて、厚労省は「医
薬品のうち安全上特に問題のないものの選定に
関する検討会」（座長,斎藤洋東京大学名誉教
授）を設置し、検討を始めた。

•厚労省が取ったのはこれまでのコンビニ等で販
売が可能な医薬部外品と薬局・薬店で販売され
ていた医薬品の中から、改めて安全上特に問題
がない約350品目を抽出する案だった。



安全上特に問題のない350品目



2006年薬事法改正
～医薬品の新たなリスク分類～
• 2004年12月の厚労省の「医薬品販売制度改正検討部会」と
のその下部組織「医薬品のリスクの程度の評価と情報提供
の内容に関する専門委員会」（委員長、埜中征哉国立精
神・神経センター武蔵病院名誉院長）に検討の舞台を移し、
1年半に及ぶ検討の結果、新たな一般用医薬品のリスク分類
案が報告され、2006年の薬事法改正につながった。このた
め2006年の薬事法改正は半世紀ぶりの大改正となった。

• 一般用医薬品を以下のリスクの程度に応じて、高リスクの
方から低リスクに向けて、第1類、２類、3類医薬品という
分類に分けた

• そしてその区分に応じて薬剤師や登録販売者が関与し、適
正使用のための情報提供を行うことになった。そして同法
が施行される2009年6月1日を目指して薬事法施行規則を改
正した。この施行規則の改正によりコンビニなどでも、登
録販売者を置けば一般用医薬品の販売ができるようになる
など、医薬品販売の規制緩和が実施された。





OTCのネット販売



一般用医薬品のネット販売

•「一般用医薬品のネット販売」問題
• 2006年の薬事法改正を受けて、その2009年の実施
を目指して薬事法施行規則を改正する作業が厚労省
内で始まる。

• その一つの検討会である「医薬品の販売等に係る体
制及び環境整備に関する検討会」（座長、井村伸正
北里大学名誉教授）が設置され、2008年7月に報告
書がまとめられた。

• この中に「情報通信技術を活用する場合の考え方」
が盛り込まれた。これによると改めて「薬剤師との
対面販売の原則」が強調されたうえで、省令案では、
第１類医薬品と第２類医薬品についてはネット販売不
可、第３類医薬品は可となった。



ネット販売訴訟で国が敗訴

• ネット販売規制に対して「楽天」子会社のケンコーコム株式会社
をはじめとする一般用医薬品の通信販売事業者らは2009年5月25
日に、この省令は営業の自由を保障した憲法に反するとして、省
令の無効確認を求める行政訴訟を提起した。

• 提訴の理由は①改正薬事法には医薬品のネット販売を禁止する規
定はなく、省令で禁止するのは法律の委任の範囲を超えて違法で
あること。②医薬品のネット販売が制限されるのは、憲法第22条
第1項に定められた営業の自由を何ら合理的な根拠なく侵害する
こと。

• この訴えに対して東京地裁はこれを却下したが、東京高裁は一審
判決を一部取り消し、販売権を認める逆転判決を出した。そして
最高裁も2013年1月に、通信販売を禁止するの規定は2006年の改
正後の薬事法の趣旨に適合するものではなく、改正後の薬事法の
委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である旨の判決を出
した。

• 上位の薬事法に規定していないネット販売を下位の省令で規定す
ることは法の趣旨を逸脱しているとの判断だ。





スイッチOTC問題

スイッチOTCとは医療用医薬品から
OTCへの転換



スイッチOTCの歴史

• １ スイッチOTCの制度化：1980年
• 1980年、厚生省薬務局長通知（薬発698号）で医療用成
分を一般用に転用する考え方が明確化。 → スイッチOTC
の制度的基盤が整う。

• ２  最初のスイッチOTC誕生：1983年
• 1983年に日本初のスイッチOTC成分が承認された。
• 最初のスイッチOTC成分（1983年）
• ソイステロール（大豆油不けん化物）：血清コレステ
ロール改善薬

• ピコスルファートナトリウム：便秘薬（瀉下薬）

• ３  1980〜1990年代：スイッチOTCの拡大
• 1985年：イブプロフェン（解熱鎮痛薬）など主要成分
がOTC化

• 1987年：ブチルスコポラミン（胃腸鎮痙薬）など
• 1990年代：アレルギー薬・胃腸薬など多くの成分がス
イッチ化



スイッチOTCの歴史

• ４ 1998年：審査基準の明確化
• 中央薬事審議会で「スイッチOTC薬の審査の考え方」が
示される。 → スイッチOTCの審査プロセスが制度化。

• ５ 2000〜2010年代：主要成分のOTC化
• 1997年：H2ブロッカー（シメチジン、ファモチジン）
• 2001年：ニコチンガム（禁煙補助薬）
• 2010年：ロキソプロフェン（ロキソニン）

• ６  2014年以降：新スキーム導入と停滞
• 「日本再興戦略」でスイッチOTC促進が政府方針に。
• しかし、医師会委員の抵抗で承認は停滞。



2016年4月よりスタート



全会一致
をルール
とした



「日医としては，基本的に，生活習慣病治療薬がOTC薬化されるのはなじまない

と考えており，新たなセルフメディケーションにおける一般用医薬品のあり方につ
いての検討の場では，そうした考えで臨みたい」

2013年
旧スキームで承認され
たエパデール問題が評
価検討委員会に影響



ｃｃ

評価検討会議で
承認数激減！



2017年



社会問題化した
緊急避妊薬

（レボノルゲストレル）

2017年評価検討会議で否決



緊急避妊薬のスイッチOTC化



緊急避妊薬
レボノルゲストレルを薬局で！

市民団体の訴え
2021年5月厚労省



緊急避妊薬は2017年に評価
検討会議で否決されたあと、
2021年に再度評価検討会議
で再検討が始まった



やっと、2023年夏
に試験的に薬局で
の販売を認めるこ
とになった



市民団体「緊急避妊薬を薬局で入手を実現するプロジェクト」
2020年7月21日、活動に賛同する約6万7000筆の署名と要望書を
国に提出した。

レボルノゲストレルのスイッ
チOTCの試験運用が2023年11
月から全国143薬局で始まり、

2025年10月20日承認取得

なんと9年間もかかった！



49成分



パート３
OTCオーバードースの

現状と課題



全国の精神科医療施設における薬物依存症の
治療を受けた１０代患者の「主たる薬物」

全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査（2024年）

OTC



全国における医薬品の過剰摂取が原因と疑われ
る救急搬送人員の調査結果（令和４年）

令和５年１２月１８日 第１１回医薬品の販売制度に関する検討会 参考資料２



薬物乱用
昔、覚せい剤・シンナー、

今は処方薬・OTC



2025年薬機法改正



厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会
(2025年7月23日)



2025年改正薬機法



指定濫用防止医薬品6成分

• エフェドリン（興奮作用を持つ成分）

• コデイン（鎮咳去痰薬に使われる opioid 系成分）
• ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に使われるコデイン類
似成分）

• ブロモバレリル尿素（鎮静作用を持つ鎮静薬成分）

• プソイドエフェドリン（エフェドリン類似の鼻粘膜充
血除去成分）

• メチルエフェドリン（エフェドリン類似の気管支拡張
成分）

• これら6成分を含む市販薬が指定濫用防止医薬品に
あたり、具体的には総合感冒薬（風邪薬）、咳止め
（鎮咳去痰薬）、鼻炎用内服薬、眠気を誘う鎮静薬な
ど複数のOTC医薬品が該当します。







若年者への販売規制強化

未成年者（18歳未満）に対して、指定濫用防止医薬品の大容量包装や複数個の販売を禁
止しました。これにより高校生などが一度に大量の市販薬を購入することが法的にできな
くなります。未成年者への小容量（少量）製品の販売は引き続き可能ですが、その際は必
ず年齢確認を行い、薬剤師または登録販売者が対面で販売することが求められます。この
「未成年者」の範囲については国会審議過程で議論があり、当初は飲酒・喫煙可能年齢を
踏まえ若年者を20歳未満にすべきとの考えが示されていましたが、民法上の成年年齢に合
わせて18歳未満とする方針が示されました。また、年齢に関係なく適切に対応するため、
20代前半と高校生の乱用リスクが高いデータから、境界となる年齢を含めた年齢層に対し
て年齢・本人確認の徹底を求めるほか、18歳以上でも高校生である場合はより留意した対
応を現場に求めることとなりました。

複数購入時の確認義務（法制化）

改正前からガイドライン等で求められていた、購入時の確認事項（氏名・年齢や他店での購入
状況、複数購入の場合の理由確認）が法律上の義務となりました。すなわち、（未成年者への小
容量販売時や成年者への複数販売時には）販売業者は購入者の他店舗での購入状況、氏名・年
齢、購入理由等を必ず確認し、記録・情報提供することが明文化されました。違反した場合の指
導や罰則も今後整備される見込みで、販売側の責任がより明確になりました。

オンライン販売時の対面確認義務

インターネット等通信販売で指定濫用防止医薬品を販売する際にも、テレビ電話等を用いた
「対話式」の確認を若年者および18歳以上の大容量製品の多量購入者については義務化しま
した。これにより、従来はオンラインで容易に購入できていた状況が是正され、店舗での対面販
売と同等に購入者の状況確認・注意喚起を行うことが必要となります。

施行時期

改正薬機法の市販薬販売規制に関する部分は公布から1年以内（2026年5月まで）に施行さ
れる予定です。これまで販売現場での対策準備期間が確保されており、厚生労働省は周知期間
中に詳細な省令や指針を示す見込みです。対象年齢や「大容量」の定義など細部は省令で規定
されるため、薬局・販売業者は最新情報のフォローが必要です。



1包装（1箱、1瓶等）購入

購入者年齢 18歳未満 18歳以上

包装サイズ
1)

小容量 複数・大容量 小容量 複数・大容量

確認・情報提
供の方法

対面またはオ
ンライン

3)
〇 ×

2)
〇 〇

インターネッ
ト販売等

×
2)

×
2)

〇 ×
2)

確認・情報提供 購入者の状況の確認及び濫用等にかかる情報提供の実施
年齢・氏名（18歳未満及び必要な場合）確認
他店での購入状況の確認
大容量製品又は複数個購入の場合の理由確認 等



処方薬の乱用も多い







OTCデータベースの必要性

OTCデータベース



一般用医薬品と
医療用医薬品の

重複投与



OTC医薬品データベースの構築

• スイッチOTCは医療用医薬品と同様の有効成分を
含むため、重複投与、併用禁忌などに留意すべき
である。

• 現状ではOTC医薬品の購入履歴を個人に紐づけた
データベースは存在しない。

• 今後、お薬手帳に個人のOTC医薬品の購入履歴が
把握できるデータベース構築が必要。

• このデータベースをオンライン資格確認制度とAPI
連携して重複投与、併用禁忌の検出を行ってはど
うか？

• 本データベースはセルフメデイケーション税制の
申告にも役立つだろう。



お薬手帳にOTCレシート
セルメ税制の★印



OTC医薬品情報フォーマット
（日本医薬品情報学会）



医療用医薬品とOTC医薬品
の統合電子お薬手帳を創ろう





統合型電子お薬手帳

2030年までに統合型データベースの完成を！



パート４
OTC規制緩和とリスク



OTC規制緩和がOTCオーバー
ドーズ・リスクを高めるのか？
• OTCの規制緩和によるアクセス拡大とODオーバー
ドーズのリスクは“別のメカニズム”で動く

• OTCアクセス拡大 
•  患者の利便性・セルフケアの向上
• 医療費の抑制
• 医療機関の負担軽減

• OTCオーバードーズのリスク 
•  特定成分の大量入手
• 衝動性・精神健康問題

• OTCアクセスを広げても、オーバードーズのリス
クの高い成分だけを制度的に管理すれば、両立は
可能だ



OTC規制緩和がOTCオーバー
ドーズ・リスクを高めるのか？
•  OTCオーバードーズのリスクはどこから来るのか

• ODは「アクセスが広いから起きる」のではなく、主に
以下の要因で起きます。

• (A) 特定成分のオーバードースが問題
• 例：アセトアミノフェン、イブプロフェン、咳止め成分
（DXM）など → 大量摂取で急性毒性が強い

•  (B) 衝動性・精神健康問題
• 自殺企図の多くは「衝動的」で、入手しやすいものが使われ
る

• (C) 大量購入の容易さ
• 多店舗購入、ECでの複数注文など

• アクセス全体ではなく、特定成分 × 大量入手 × 
衝動性がOTCオーバードーズの本体



スイッチOTCで見られるように
その規制緩和はさらに必要。

一方OTCオバードーズ対策も必要。
両者の両立を！



まとめと提言

・OTCの普及は規制改革と厚労省の闘いの歴史

・スイッチOTCのさらなる規制緩和を！

・一方、OTCオーバードーズ問題は深刻

・OTC普及とオーバードーズ問題の両立を！



OTC医薬品にスイッチする
～OTC医薬品がニッポンの医療を救う！～

• 日本ジェネリック医薬品・
バイオシミラー学会OTC
医薬品分科会編

• 武藤正樹、安中健、磯部総
一郎、森澤篤史、泉澤勝弘、
川瀬一郎、上田彩、印南一
路、中山和弘、尾崎治夫、
岩月進、飯島裕也、大島秀
康、池本多賀正

• B5判176ページ
• 2000円＋税
• 薬事日報社

• 2025年10月発刊

ネットランキング１位



ご清聴ありがとうございました

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

本日の講演はホームページ上で公開しています。
以下をクリックしてご覧ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp
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